
























【参考資料：模式図】

［当行のコーポレートガバナンス体制］

［適時開示に係る社内体制図］

○決定事実および発生事実に関する適時開示体制

＊情報取扱責任者が重要と

   判断した事項を報告

子会社

本部（所管部）

営業店

適時開示

　情報取扱責任部署（総合企画部）

・事実確認、開示方法等を検討

　情報取扱責任者（総合企画部担当役員）

・情報開示の決定 常務会
・役付取締役

取締役会

報告 報告

報告 事実確認

監査役会＊報告

各種委員会等

金融円滑化推進委員会

コンプライアンス委員会

顧客保護等管理委員会

ALM会議 など

株主総会

会計監査人
・有限責任監査法人

トーマツ

内部管理態勢
への外部監査

常務会
・役付取締役（8名）

本部・営業店監査部
（取締役会直轄）

選任・解任
任期４年

選任・解任
任期１年

選任・解任

指示・命令

取締役会
・取締役（11名）
（うち社外2名）

諮問

答申

指名・報酬委員会

委員 取締役会長

取締役頭取

社外取締役全員（２名）

監査役会
・監査役（4名）
（うち社外2名）

監査役会
事務局



○決算に関する情報開示体制

　（営業店、本部各部および子会社は財務情報等を総合企画部へ報告）

  ＊決算、連結決算が確定した場合
　　 取締役会決議後に開示

　情報取扱責任部署（総合企画部）

　情報取扱責任者（総合企画部担当役員）

・情報開示の決定

　　　　　　　　＊　適時開示

営業店

本部各部

子会社

・財務諸表等の作成

監査役会

監査部

報告

常務会
・役付取締役

取締役会

報告 報告

報告

報告

監査
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